
第 3回裁判事務教室のご案内 

テーマ 成年後見申立の実務（入門講座） 
平成２１年１月１３日 

三多摩支会会員 各位 
東京司法書士会三多摩支会 
支会長 清 家 亮 三 

 
 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は三多摩支会の活動に対するご理

解、ご協力を賜り、ありがとうございます。 
さて、この度三多摩支会では、裁判実務研修の第３回目として成年後見申立の実務をテ

ーマとした研修会を開催いたします。本研修の講師は、この分野で豊富な実務経験をお持

ちの山中眞一郎会員（青梅支部）にお願いして、成年後見関連の相談、受託、成年後見申

立全般に関し、さまざまな事例を中心に講義していただく予定です。 
本研修が会員の皆様にとって、成年後見問題に関する専門性を高める良い機会となり、

この分野へのより積極的な取り組みに繋がればと考えております。これから成年後見の実

務をはじめてみたいと思っている会員の方々はもちろん、すでに成年後見の実務に取り組

まれている会員の皆様もぜひご参加いただき、意見の交換を通じて現実の問題の解決に役

立てていただければ幸いです。 
 出席を希望される方はお手数ですが、参加申込書にご記入の上、下記宛ファックスにて、

平成２１年１月２９日までにご送付下さるよう、お願い申し上げます。 
 
１．開催日時  平成２１年２月３日（火） １８時１５分～２１時００分 
                （受付開始は１８時００分からとなります。） 
１．会  場  アレアホール（立川市「アレアレア2」の6階）http://www.arearea.co.jp/ 
    立川市柴崎町3-6-29（TEL：042-521-7111）JR立川駅南口下車徒歩2分、モノレール立川南

駅下車徒歩1分（JR立川駅南口、モノレール立川南駅と直結、1階りそな銀行、2階東急スト
ア、3階ラーメンスクエアが入居しているビル） 

１．テ ー マ 成年後見申立の実務 

１．講  師 山中眞一郎会員（青梅支部） 

１．定  員 72名（補助者可。申込者数が多数の場合、補助者の参加をお断りすること

がございます） 

１．研 修 費 無 料 

＊ リーガルサポートの単位数 ２単位 が付与されます。 

        ＦＡＸ ０４２－５２７－８７８７ 
                                          

第３回裁判事務教室（成年後見申立の実務）参加申込書 
平成  年  月  日 

 
登録番号       支部       会員氏名             
 
補助者名 ①         ②         
 
（補助者のみの場合は事務所名）             事務所  

http://www.arearea.co.jp/

